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防
衛
白
書
の
発
表
先
送
り
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
七
月
二
十
八
日
、
政
府
は
三
十
日
に
予
定
し
て
い
た
二
〇
一
〇
年
版
防
衛
白
書
の
公
表
を
九
月
以
降
に
先
送
り
す
る
と

発
表
し
た
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

防
衛
白
書
の
公
表
を
遅
ら
せ
た
理
由
は
何
か
。
今
年
八
月
二
十
九
日
に
日
韓
併
合
一
〇
〇
年
を
控
え
、
竹
島
に
関
す
る
記

述
を
め
ぐ
る
韓
国
内
で
の
反
日
感
情
を
刺
激
し
な
い
た
め
、
韓
国
側
に
配
慮
を
し
た
の
で
は
と
の
見
方
が
あ
る
が
、
菅
総
理

の
認
識
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

白
書
は
既
に
一
万
部
以
上
印
刷
さ
れ
た
と
の
報
道
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
れ
ば
、
そ
の
経
費
は
い
く
ら

か
か
っ
た
の
か
。
菅
内
閣
は
こ
れ
を
「
無
駄
づ
か
い
」
と
認
め
る
か
。

三

白
書
は
二
〇
〇
五
年
版
か
ら
竹
島
を
「
わ
が
国
固
有
の
領
土
」
と
記
述
し
て
き
た
。
今
回
も
記
述
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

今
回
の
延
期
は
、
「
日
韓
関
係
に
波
風
を
立
て
た
く
な
い
と
い
う
無
責
任
な
事
な
か
れ
主
義
で
あ
り
、
今
後
に
禍
根
を
残

す
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
意
見
が
あ
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

一



五

公
表
直
前
に
異
例
の
形
で
延
期
し
、
因
循
姑
息
な
説
明
を
加
え
た
こ
と
で
、
日
韓
関
係
に
も
か
え
っ
て
逆
効
果
と
考
え
る

が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

六

昨
年
十
二
月
に
も
民
主
党
政
権
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
高
校
地
理
の
解
説
書
の
改
訂
に
お
い
て
、
竹
島
問
題
へ
の
言
及

を
見
送
っ
て
い
る
。
い
や
な
こ
と
、
都
合
の
悪
い
こ
と
は
、
す
べ
て
先
送
り
と
い
う
民
主
党
政
権
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
が
、

菅
内
閣
の
所
見
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


